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１人１０万円の給付金 

受け取るためには、申請が必要です 
  

１人１０万円の特別定額給付金の申請書送付

が始まっています。受け取るためには、申請

（返送）が必要です。 

① 必要事項を記入した上で、 

② 世帯主の身分証明書 

（健康保険証・運転免許証など） 

③ 振込先が確認できるもの 

（金融機関名・口座番号・口座名義人が 

わかる、キャッシュカードや通帳） 

②③のコピーを添付し、同封の封筒で申請を 

して下さい。５月末から順次、指定口座への 

振り込みがおこなわれます。 

 

申請期限：８月１８日（火） 

 

【問い合わせ】不明なことなど、ご相談下さい 

■中野区特別定額給付金コールセンター 

０３-６８６３-６８０８ 平日：８時３０分～１７時 

 

■総務省特別定額給付金コールセンター 

０１２０-２６０-０２０ 全日：９時～２０時       ※裏面に、Q＆A を掲載しています 



１人１０万円 特別定額給付金    ※問い合わせが多かった内容を中心に 

給付金の対象は？  ４月２７日時点で住民基本台帳に記載されている方（国籍問わず） 

一人ひとりに申請書が届きますか？ 世帯主あてに世帯まとめて１枚の申請書が届きます 

振り込みも世帯ごとですか？  世帯分まとめて、世帯主に振り込まれます 

生活保護を利用している場合、収入認定されますか？  収入認定はされません 

世帯主が自ら申請できない場合は？ 代理人による申請も可能です 

現在、DVで中野区内へ避難（住民票は他自治体）しています。受け取りは可能ですか？ 

可能です。急ぎ、中野区の担当窓口へご連絡下さい（表面に連絡先記載） 

※ホームレスの方も、受け取る仕組みがあります。まずは、ご連絡下さい。 

 

特別定額給付金に関して、ATM 操作や手続きのための戸別訪問や電話などを、中野区や総務省 

がおこなうことはありません。詐欺にも十分、ご注意下さい。 

 

商店の方へ 

東京都協力金（休業・時間短縮） １回目の申請は６月１５日まで 
 

４月１６日～５月６日の期間「休業または営業時間を短縮した 

中小企業・個人事業主へ給付される協力金」、４月３０日～５月６日 

の期間「休業した理美容業の方への給付金」のそれぞれの申請期限 

は、６月１５日（月）です。「自分の店舗は対象外と思っていた」 

「申請したいが手続きが難しく、あきらめていた」等の声が寄せら 

れています。お気軽にご相談下さい。     申請支援の様子▶ 

※２回目（５月７日～５月末まで）の協力金申請は、６月１７日から開始される予定です。 

 

持続化給付金 サポート会場が松が丘に設置されます 

現在、電子申請のみの持続化給付金について、申請が難しいとの声が多数、届いています。 

５月３０日～、松が丘１-３３-１５アリスコートビル１F に、サポート会場が設置されます。 

相談は予約制です。電話予約：０５７０-０７７-８６６（全日：９時～１８時）の際、会場コード

が必要です。中野区松が丘（新井薬師前会場）の会場コードは「１３３１」です。 
 

中野区議会定例会は、６月２日～６月１６日の期間、おこなわれる予定です 

本会議・一般質問に立つ予定です。多くの区民の方、区内商店、医療・介護関係者、子ども教

育現場などから沢山の声をお寄せいただいています。その声を区政へ真っすぐ届け、必要な対策

を求めていきます。引き続き、声をお寄せください。 

 
※個別相談、随時、受け付けています。 

お一人で悩まず、電話・メール・SNSなどから、ご連絡下さい（表面に連絡先記載しています）。 

※制度がとても複雑です。国・都・区の制度についても、お気軽にお問い合わせ下さい。 


